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問１  同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なも

のはどれか。 

１ 双務契約が一方当事者の詐欺を理由として取り消された場合においては、詐欺を行った

当事者は、当事者双方の原状回復義務の履行につき、同時履行の抗弁権を行使すること

ができない。 

２ 家屋の賃貸借が終了し、賃借人が造作買取請求権を有する場合においては、賃貸人が

造作代金を提供するまで、賃借人は、家屋の明渡しを拒むことができる。 

３ 家屋の賃貸借が終了し、賃借人が敷金返還請求権を有する場合においては、賃貸人が

敷金を提供するまで、賃借人は、家屋の明渡しを拒むことができる。 

４ 請負契約においては仕事完成義務と報酬支払義務とが同時履行の関係に立つため、物

の引渡しを要する場合であっても、特約がない限り、仕事を完成させた請負人は、目的物

の引渡しに先立って報酬の支払を求めることができ、注文者はこれを拒むことができない。 

５ 売買契約の買主は、売主から履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時

履行の抗弁権を失わない。 

 

 

 

  

同時履行の抗弁権 

STEP１ 基準問題 【⾏政書⼠試験（令和２年）】 
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問１ DATE ：     /      /      /    解答 ５ 

 

１ 妥当でない 

 判例は、売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復

義務は、同時履行の関係にあると解している（最判昭47.9.7）。 
 
２ 妥当でない 

 判例は、造作買取請求権に基づく建物の引渡しの拒絶を否定した（最判昭29.7.22）。 
 
３ 妥当でない 

 賃貸人の敷金返還義務は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに生じる

（民法622条の２第１項１号）。よって、賃貸物返還義務（明渡義務）が敷金返還義務の先履行

義務となり、両者は同時履行の関係に立たない（最判昭49.9.2）。 
 
４ 妥当でない 

 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない（民法633条本文、大判

大5.11.27）。 
 
５ 妥当である 

 判例は、一方の当事者が一度履行の提供をした場合でも、他方の同時履行の抗弁権を肯

定する（最判昭34.5.14）。よって、売主から履行の提供が継続されない限り、同時履行の抗弁

権を失わない。 

 以上により、妥当なものは肢５であるから、正解は５となる。 
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01-01 

旧司法試験 

平成18年 

Q 売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約に適合しないものである

場合において、買主の代金支払債務と売主の損害賠償債務は同時履行の

関係に立つ。 

☛ ○ （民法533条） 

 

01-02 

司法試験 

平成29年 

Q 売買契約の目的不動産が種類、品質又は数量に関して契約に適合しないも

のであり、買主が損害賠償請求権を有する場合には、売主の代金請求権と

買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある。 

☛ ○ （民法533条） 

 

01-03 

司法書士試験 

平成21年 

Q 請負契約において、引き渡された仕事の目的物が契約内容に適合しないも

のであるときに、注文者が履行の追完に代わる損害賠償の請求をすること

ができる場合には、その注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権と

は、同時履行の関係に立つ。 

☛ ○ （民法533条） 

 

01-04 

司法試験 

平成27年 

Q 売買契約の解除により両当事者が互いに原状回復義務を負う場合、両当事

者の原状回復義務は同時履行の関係にない。 

☛ × （民法546条） 

 

01-05 

司法試験 

平成29年 

Q 売主が目的物を引き渡し、買主が代金の一部を支払った場合において、債

務不履行を理由に売買契約が解除されたときは、売主の目的物返還請求権

と買主の代金返還請求権とは、同時履行の関係にない。 

☛ × （民法546条） 

 

01-06 

予備試験 

平成27年 

Q ＡがＡ所有の宝石を代金100万円でＢに売却した際、その宝石の代金債務と

宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがＡＢ間で合意された。Ａ及びＢ

が各自の債務を履行した後に、第三者Ｃの詐欺を理由としてＢがＡＢ間の売

買契約を取り消した場合、ＡのＢに対する宝石代金の返還債務とＢのＡに対

する宝石の返還債務とは、同時履行の関係にある。 

☛ ○ （最判昭47.9.7） 

 
 
 
 
 
 

STEP２ 肢別ドリル 
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01-07 

旧司法試験 

平成18年 

Q 土地の売買契約が第三者の詐欺を理由として売主により取り消された場合

に、買主は、既払代金の返還と引換えでなければ目的土地の所有権移転登

記抹消登記手続に応じないと主張することができる。 

☛ ○ （最判昭47.9.7） 

 

01-08 

旧司法試験 

平成18年 

Q 受取証書の交付と債務の弁済は同時履行の関係に立つから、債務者は、

自己の債務につき弁済の提供をせずに履行期を徒過しても、債権者から受

取証書の提供を受けていなければ、履行遅滞の責めを負わない。 

☛ × （486条、大判昭16.3.1） 

 

01-09 

司法試験 

平成18年 

Q 弁済を受領した者は、弁済した者に対し受取証書を交付する義務がある

が、その交付は、弁済と同時履行の関係に立つ。 

☛ ○ （486条、大判昭16.3.1） 

 

01-10 

旧司法試験 

平成18年 

Q 借地権の存続期間が満了したが、契約が更新されず、借地権者であった者

が建物買取請求権を行使した場合には、その者は、借地権設定者が建物の

代金を支払うまで建物の引渡しを拒絶できるが、その敷地の明渡しは拒絶で

きない。 

☛ × （最判昭35.9.20） 

 

01-11 

旧司法試験 

平成18年 

Q 債務者は、債権者に対し、債権証書の返還と引換えでなければ債務の弁済

をしないと主張することができない。 

☛ ○ （民法487条） 

 

01-12 

司法書士試験 

平成14年 

Q 建物の賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と賃借人の建物明渡債務

とは、同時履行の関係に立つ。 

☛ × （最判昭49.9.2） 

 

01-13 

司法試験 

平成27年 

Q 判例によれば、家屋の賃貸借契約の締結時に敷金が差し入れられた場合、

その賃貸借契約の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還

債務とは、同時履行の関係にない。 

☛ ○ （最判昭49.9.2） 

 

01-14 

司法試験 

令和元年 

Q 建物賃貸借契約が終了し賃借人が造作買取請求権を行使した場合、賃貸

人の造作買取代金支払義務と賃借人の建物明渡義務とは、同時履行の関

係にある。 

☛ × （最判昭29.7.22） 
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01-15 

司法書士試験 

平成14年 

Q 売主が買主に対して目的物引渡債務についての弁済の提供をした後に代

金の支払請求をした場合には、その提供が継続されていないときであって

も、買主は、同時履行の抗弁を主張することができない。 

☛ × （最判昭34.5.14） 

 

01-16 

旧司法試験 

平成15年 

Q ＡがＢに対して建物を売った場合、Ｂは、一度Ａから建物の引渡債務及び所

有権移転登記義務の履行の提供を受ければ、その後の提供がなくても、Ａか

らの代金請求に対して、建物の引渡し及び所有権移転登記の引換給付を求

めることができない。 

☛ × （最判昭34.5.14） 
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【MEMO】 
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 要件・効果 
 

 内 容 

要 件 

① 同一の双務契約から生じた双方の債務が存在すること 
 双務契約とは、契約当事者が、相互に、対価的意義を有する債務を負担しあう
契約をいう。たとえば、双務契約である売買契約が成⽴すると、売主は、買主に
対して、目的物引渡義務を負い、買主は、売主に対して、代⾦⽀払債務 を負う
ことになる。 

② 相手方の債務が弁済期にあること 
 相手方の債務が弁済期にないときは、その者は履⾏する必要がないため、同時
履⾏の抗弁権は認められない。  

③ 相手方が⾃⼰の債務の履⾏をせずに、他方の当事者に対して、履⾏を請求して
きたこと 
 相手方が、その負担している債務の履⾏をした場合には、他方の当事者には、
同時履⾏の抗弁権は発生しない。判例は、双務契約の当事者の一方は相手方の履
⾏の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履⾏の抗弁権を失うも
のでないとしている（最判昭34.5.14）。 

効 果 
 一方の当事者は、相手方がその債務の履⾏をなすまで、⾃⼰の債務の履⾏を 拒
絶することができる。したがって、この間、⾃⼰の債務の履⾏をしなくても、債務 
不履⾏（履⾏遅滞）責任を負わない。 

 

 同時履行の抗弁権の肯否 
 

認められるもの 認められないもの 
(1) 明文の規定のあるもの 

① 解除による原状回復義務（546条） 
② 負担付き贈与（553条）  

(2) 解釈上問題になるもの  
③ 契約の無効・取消しにおける当事者双方の返

還義務（最判昭47.9.7）  
④ 弁済と受領証書の交付（⼤判昭16.3.1）  
⑤ 建物買取請求権⾏使時の⼟地・建物の引渡

（登記）と建物代⾦⽀払（最判昭35.9.20）  
⑥ 請負における目的物の引渡しと報酬⽀払（⼤

判⼤5.11.27） 

① 弁済と債権証書の返還（487条）  
②  弁 済と抵 当権 設定登 記の 抹消（ ⼤判 明 

37.10.14）  
③ 賃貸借契約終了に伴う建物明渡義務と敷⾦返

還義務（最判昭49.9.2）。  
④ 造作買取請求権⾏使時の建物の明渡しと造作

代⾦⽀払（最判昭29.7.22） 

 

 留置権と同時履行の抗弁権の比較 
 

 留置権 同時履⾏の抗弁権 
権利の性質 物権（担保物権） 双務契約の効⼒（債権法上の権利） 
牽連関係 被担保債権と物との牽連関係 双務契約における両債権の 牽連関係 

効 ⼒ 第三者に対しても主張可 債務者に対してのみ主張可 
不可分性 ○（296条） × 

代担保請求 ○（301条） × 
引換給付判決 〇 〇 
 
  

－図表－ 

－図表－ 

－図表－ 

STEP３ 前提知識 
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【MEMO】 
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問１  被相続人Ａに係る相続と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に

照らし正しいものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。 

ア 法定相続人としてＢＣがいる場合において、Ｂが相続放棄した後に、Ｂの債権者Ｄが、相

続財産である未登記建物につきＢも共同相続したものとして代位による所有権保存登記を

した上、その建物のＢの持分について差押えをしたときは、Ｃは、Ｄに対し、登記をしなくて

も相続による当該建物の取得を対抗することができる。 

イ Ａが、子ＢＣのうち、Ｂに対してはＡ所有の不動産を贈与し、Ｃに対してはこれを遺贈する

旨の遺言をし、その後に相続が開始した場合、Ｂは、Ｃに対し、登記をしなければ贈与によ

る所有権の取得を対抗することができない。 

ウ Ａが、その所有する不動産を相続人Ｂに相続させる旨の遺言をし、相続が開始した後に、

他の相続人Ｃの債権者Ｄが、その不動産につき代位による共同相続登記をして持分を差

し押さえた場合、Ｂは、Ｄに対し、登記をしなくても上記遺言による所有権の取得を対抗す

ることができる。 

エ ＡからＢＣが共同相続した不動産について、Ｃが単独で相続した旨の不実の登記をし、Ｄ

に売却して所有権移転登記をした場合、Ｂは、Ｄに対し、登記をしなければ自己の持分の

取得を対抗することができない。 

オ ＡからＢＣが共同相続した不動産について、遺産分割の協議により所有権を取得した相

続人Ｂは、遺産分割後にＣの法定相続分に応じた上記不動産の持分をＣから買い受けた

Ｄに対し、登記をしなくても法定相続分を超える所有権の取得を対抗することができる。 

 

１ アイ   

２ アエ   

３ イウ   

４ ウオ   

５ エオ  

 

  

不動産物権変動と登記 

STEP１ 基準問題 【予備試験（平成25年）★】 
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問12 DATE ：     /      /      /    解答 １ 

 

ア 正しい  

 判例は、相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時に遡って相続開始がなかった

と同じ地位に立ち、何人に対してもその効力を生ずべきものであって、相続の放棄をした相

続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共

同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を

経由しても、その仮差押登記は無効であるとしている（最判昭42.1.20）。 
 
イ 正しい 

 判例は、被相続人が、生前、その所有にかかる不動産を推定相続人の一人に贈与したが、

その登記未了の間に、他の推定相続人に右不動産の特定遺贈をし、その後相続の開始があ

った場合、右贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無を

もって決するとしている（最判昭46.11.16）。 
 
ウ 誤 り 

 判例は、「相続させる」旨の遺言は、特段の事情がない限り、遺産の分割の方法を定めた遺

言であり、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時（遺言の効力の生じた時）に直ち

に当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきであるとしている（最判平

3.4.19）。もっとも、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、

法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三

者に対抗することができない（899条の２第１項）。 
 
エ 誤 り 

 判例は、相続財産に属する不動産につき単独で所有権移転の登記をした共同相続人から

単独で所有権移転の登記をうけた第三取得者に対し、他の共同相続人は自己の持分を登

記なくして対抗しうるとしている（最判昭38.2.22）。 
 
オ 誤 り 

 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超

える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗すること

ができない（899条の２第１項）。 

 以上により、正しいものはア・イであるから、正解は１となる。 
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【共同相続と登記】 
 

02-01 

司法書士試験 

平成14年 

Q Ａ及びＢが共同相続した土地につき、Ｂが勝手に単独で相続した旨の登記

をし、さらに第三者ＣがＢから所有権移転登記を受けた。この場合、Ａは、Ｃ

に対し、自己の持分を登記なくして対抗することができる。 

☛ ○ （最判昭38.2.22） 

 

02-02 

司法試験 

平成19年 

Q 被相続人Ａから甲不動産をＢと共に共同相続したＸは、Ｂが甲を単独相続し

た旨の登記をした上でＹに売却し、Ｙが所有権移転登記を備えた場合、Ｙに

対し、この所有権移転登記の全部抹消を求めることができる。 

☛ × （最判昭38.2.22） 

 

02-03 

行政書士試験 

平成30年 

Q Ａが登記簿上の所有名義人である甲土地をＢが買い受ける旨の契約（以下

「本件売買契約」という。）をＡ・Ｂ間で締結した。甲土地が相続によりＡおよび

Ｅの共有に属していたところ、ＡがＥに無断でＡの単独所有名義の登記をして

Ｂとの間で本件売買契約を締結し、Ｂが所有権移転登記をした場合におい

て、Ｂがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Ｂは甲土地の全部に

ついて所有権を取得する。 

☛ × （最判昭38.2.22） 

 

【遺産分割と登記】 
 

02-04 

司法書士試験 

平成17年 

Q 甲土地の所有者Ａが死亡し、その共同相続人であるＢ及びＣは、遺産分割

協議により甲土地をＢが単独で相続することとしたが、登記名義はＡのままで

あった。その後、遺産分割協議の存在を知らないＣの債権者Ｄは、Ｃに代位

して甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、Ｃの

持分（法定相続分）について差押えの登記をした。この場合、Ｂは、Ｄに対し、

Ｃの法定相続分に相当する甲土地の持分の取得を対抗することができる。 

☛ × （民法899条の２第１項） 

 

02-05 

司法試験 

平成19年 

Q 被相続人Ａから甲不動産をＢと共に共同相続したＸが、遺産分割によって甲

の所有権全部を取得したとしても、Ｂの債権者ＹがＢに代位して甲につきＢ及

びＸの共同相続登記をした上でＢの持分を差し押さえた場合、Ｘは、自己の

権利の取得をＹに対抗することができない。 

☛ ○ （民法899条の２第１項） 

 

STEP２ 肢別ドリル 
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【相続放棄と登記】 
 

02-06 

司法書士試験 

平成17年 

Q 甲土地の所有者Ａが死亡し、その共同相続人であるＢ及びＣのうちＣが相続

を放棄した。この事実を知らないＣの債権者Ｄは、Ｃに代位して甲土地につい

て相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、Ｃの持分（法定相続

分）について差押えの登記をした。この場合、Ｂは、Ｄに対し、Ｃの法定相続

分に相当する甲土地の持分の取得を対抗することができる。 

☛ ○ （最判昭42.1.20） 

 

02-07 

司法試験 

平成21年 

Q Ａは被相続人Ｂの相続について相続放棄をしたが、相続財産である未登記

の甲不動産について、Ａの債権者Ｃが代位によって法定相続分に従って所有

権保存登記をした上、Ａの持分に対する仮差押えをし、その旨の登記がされ

た。この場合、Ａによる相続放棄は、Ｃに対して効力を生じない。 

☛ × （最判昭42.1.20） 

 

02-08 

司法試験 

平成28年 

Q 甲土地を所有するＡには、その妻Ｂとの間に子Ｃ及びＤがいるが、Ａが死亡

してＣが相続放棄をした後に、甲土地について法定相続分に応じた持分の割

合により相続登記をした上で、甲土地の４分の１の持分をＥに売却し、Ｃから

Ｅへの持分移転登記を経由した場合、Ｅは、Ｂ及びＤに対し、甲土地について

４分の１の持分の取得を主張することができる。 

☛ × （最判昭42.1.20） 

 

【遺贈と登記】 
 

02-09 

行政書士試験 

平成17年 

Q Ａの所有する甲土地につきＡがＢに対して遺贈する旨の遺言をして死亡した

後、Ａの唯一の相続人Ｃの債権者ＤがＣを代位してＣ名義の所有権取得登記

を行い、甲土地を差し押さえた場合に、Ｂは、Ｄに対して登記をしていなくても

遺贈による所有権の取得を対抗できる。 

☛ × （最判昭39.3.6） 

 

02-10 

司法試験 

平成19年 

Q 被相続人Ａから遺贈によって甲不動産の所有権を取得したＸは、Ａの唯一の

相続人Ｂが甲をＹに売却し、Ｙが所有権移転登記を備えた場合、遺贈があっ

た事実を知らず所有権取得登記を備える機会がなかったとしても、Ｙに対し、

甲の所有権取得を対抗することができない。 

☛ ○ （最判昭39.3.6） 
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02-11 

司法試験 

平成20年 

Q Ａが、その所有する甲土地をＦに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合にお

いて、Ａの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたＧに対し、Ｆ

は、所有権移転登記をしなくても、甲土地の所有権取得を対抗することがで

きる。 

☛ × （最判昭39.3.6） 

 

02-12 

司法書士試験 

平成25年 

Q Ａは、生前に、甲土地をＢに贈与し、その旨の所有権の移転の登記をしない

まま、甲土地をＣに遺贈した。この場合において、Ｃは、甲土地について遺贈

を原因とする所有権の移転の登記をしたとしても、Ｂに対し、甲土地を所有し

ている旨を主張することができない。 

☛ × （最判昭46.11.16） 

 

02-13 

司法書士試験 

平成28年 

Q Ａは、Ｂに対してＡ所有の甲土地を贈与したが、その旨の所有権の移転の登

記がされないまま、Ｃに対して甲土地を遺贈する旨の遺言をし、その後に死

亡した。この場合に、Ｂは、Ｃに対し、登記なくして甲土地全部の所有権の取

得を対抗することができない。 

☛ ○ （最判昭46.11.16） 

 

【「相続させる」趣旨の遺言と登記】 
 

02-14 

司法試験 

平成19年 

Q 「甲不動産はＸに相続させる」旨の被相続人Ａの遺言により、Ａの死亡時にＸ 

が所有権を取得した甲につき、共同相続人Ｂの債権者ＹがＢに代位してＢ及

びＸの法定相続分により共同相続登記をした上でＢの持分を差し押さえた場

合、Ｘは、甲の所有権取得をＹに対抗することができる。 

☛ × （民法899条の２第１項） 

 

02-15 

司法書士試験 

平成28年 

Q Ａは、その所有する甲土地をＢに相続させる旨の遺言をした。Ａが死亡した

後（Ａが死亡した当時、Ａには、亡妻との間の子であるＢ及びＣがいたが、他

に親族はいなかったものとする。）Ｃの債権者であるＤは、甲土地につきＢ及

びＣが各２分の１の持分を有する旨の相続登記をした上でＣの持分を差し押

さえた。この場合に、Ｂは、Ｄに対し、登記なくして甲土地全部の所有権の取

得を対抗することができない。 

☛ 〇 （民法899条の２第１項） 
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【MEMO】 
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 相続と登記 
 

 共同相続と登記 遺産分割と登記 相続放棄と登記 遺産分割前 遺産分割後 

ＣＡＳＥ 

Ａが死亡し、Ｂと
Ｃが共同相続した
ところ、Ｂが勝手
に相続財産の⼟地
につき単独相続の
登記をし、この⼟
地をＤに譲り渡し
てしまった。 
 

Ａが死亡し、Ｂと
Ｃが共同相続した
場合、遺産分割協
議をする前にＢが
⾃⼰の持分をＤに
売却した。その後、
遺産分割協議によ
り、当該⼟地がＣ
の単独相続となっ
た。 

Ａが死亡し、Ｂと
Ｃが共同相続した
後、遺産分割協議
により、当該⼟地
が、Ｃの単独所有
となった。しかし、
Ｂは、Ｃに登記を
移す前に、Ｄに⾃
⼰の持分を売却し
た。 

Ａが死亡してＢＣ
が 共 同 相 続 し た
後、Ｂが相続を放
棄したが、その登
記をする前にＢの
債権者ＤがＢの持
分 を 差 し 押 さ え
た。 
 

結 論 

Ｃは、登記なくし
てＤに対し、⾃⼰
の持分を主張する
ことができる（最
判昭38.2.22）。 

Ｃは、登記なくし
て、他人（Ｂ）の持
分を主張すること
ができない。 

ＤとＣは対抗関係
となり、Ｃは登記
を経ないと、⾃⼰
の所有権を、Ｄに
対抗できない（最
判昭46.1.26、899
条の２第１項）。 

ＣはＤに対し、登
記なくして所有権
を主張できる（最
判昭42.1.20）。 

理 由 

Ｂの登記はＣの持
分については無権
利者であり、登記
に公信⼒がない以
上保護されるわけ
ではないからであ
る。 

⺠法909条但書は、
遡及効を制限する
ことにより、遺産
分割前の第三者を
保護しているから
である。 

第三者との関係に
おいては、遺産分割
時に新たな権利変
動が生じたのと実
質的に同視でき、Ｂ
を起点とする二重
譲渡と構成しうる
から、ＤとＣは対抗
関係となる。 

相続放棄には遡及
効があるため（939
条）、これにより、
Ｂははじめから相
続人ではなかった
こととなり、Ｄの
差押えは無意味と
なるからである。 

 

 遺贈と登記 
 

判例１ 

 ⺠法177条が広く物権の得喪変更について登記をもって対抗要件としているところ
から⾒れば、遺贈をもってその例外とする理由はないから、遺贈の場合においても不
動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもって物権変動の対抗要件とするもの
と解すべきである（最判昭39.3.6）。 

 

判例２ 

 被相続人が、生前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれ
を遺贈したのち、相続の開始があった場合、右贈与および遺贈による物権変動の優劣
は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当である（最判昭
46.11.16）。 

  

  

－図表－ 

－判例－ 

STEP３ 前提知識 
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【MEMO】 


